
 -1-

社会資本整備審議会 道路分科会 第３２回国土幹線道路部会 

平成３１年３月１１日 

 

 

【総務課長】  それでは、定刻になりましたので、ただいまから社会資本整備審議会道

路分科会第３２回国土幹線道路部会を開催いたします。 

 皆様、本日は大変お忙しい中、ご参集いただきまして、まことにありがとうございます。

本日進行を務めます、道路局総務課長の内田でございます。どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 それでは、開会に当たりまして、道路局長の池田よりご挨拶を申し上げます。 

【道路局長】  いつもお世話になっております。国交省道路局長の池田と申します。本

日はお忙しい中、委員の皆様にはお集まりをいただきましてありがとうございます。また、

朝倉先生には、このたび部会長をお引き受けいただきまして、ありがとうございます。引

き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 今ちょうど来年度の予算の審議をしているところですけれども、３１年度の道路事業を

含む公共事業の予算は、約２０年ぶりに増額の案で審議をされておりまして、おおむね１

５％ぐらいの増額ということで、災害のことや老朽化のこと、そういったものにしっかり

対応していこうということで、大きくかじが切られている状況かと思います。成立した後

は、しっかりとこの予算を活用して防災対策、老朽化対策をやりながら、また新しい次の

投資にもつなげていけるようにしたいと思いますので、皆さん方には、引き続きご指導を

お願いしたいと思います。 

 その防災対策の中で、本日、特にご議論いただく高速道路の４車線化のことでございま

すけれども、昨年末の重要インフラの緊急点検の中でも取り上げまして、今回その対応第

１弾として財政投融資を活用して行う予定ということで、公募箇所についてもご審議をい

ただく予定になっております。さらに、２車線の区間がまだ有料道路の部分だけでも１,

６００キロもございまして、これをどのように早急に４車線化していくかということが大

きな課題であります。今回の財政投融資は１００キロぐらいの区間なのですけれども、残

りがまだたくさんあるものですから、本日、いろいろ途中経過を聞いていただきます高速

道路の安全・安心計画の中に、残りの区間における優先区間についての考え方も取り入れ

た計画を今年の夏にはつくっていこうということで考えております。 
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 その他、高速道路をはじめとする幹線道路に関して、いろいろなご意見を、限られた時

間ではありますけれども、たくさん頂戴できますようにお願いを申し上げまして、挨拶に

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

【総務課長】  続きまして、昨年１１月２８日に部会長に就任されました朝倉部会長か

らご挨拶をお願いしたいと思います。 

【朝倉部会長】  皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました東京工業大学の朝倉

でございます。よろしくお願い申し上げます。昨年１１月にこのお役目をお引き受けして、

本日最初の会議ということで、ちょっと緊張しておりまして、その緊張の理由は、ここに

いらっしゃる委員の皆様方は、私よりも経験も見識も非常におありな先輩方ばかりでござ

いまして、その中で、私の髪はこんななんですけど年は相対的に若いので、私のような若

輩者が進行役をするということについて若干不安を持ってございます。ただし、私のよう

な者が進行役をするということは、委員の皆様にとって発言はしやすいだろうと思います

ので、そのことを期待して、それをメリットと考えてこのお役目を引き受けた次第でござ

います。 

 また、本日の議題は、１つが暫定２車の４車線化ということですけれども、とりわけ防

災という視点からこの２車の４車化ということが議論されるのであるというふうに伺って

おります。それから２つ目の議題のトピックスは、特に安全・安心にかかわる施策の取り

組みということで、こちらもやはり安全とか安心ということがキーワードになってござい

ます。 

 本日は、３.１１の日でございまして、そういった日にこういう防災のこと、あるいは安

全・安心のことに関係した国土の幹線のことを議論するということは、大変重要な機会で

もあり、また、真摯な議論をさせていただけるのではないかというふうに期待してござい

ます。何とぞよろしくお願い申し上げます。 

【総務課長】  ありがとうございました。なお、池田道路局長につきましては、他の公

務の関係で、大変恐縮ですが、ここで失礼をさせていただきたいと思います。 

 本日の部会の議事につきましては、運営規則第７条第１項により、公開といたしており

ます。 

 本日は、小林委員、羽藤委員におかれましては、ご欠席との連絡をいただいております。

また、ご出席いただいている小幡委員につきましては、所用により１５時半ごろに退席と

お聞きしております。ご了承いただければと思います。 
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 結果、本日、委員総数１４名のうち１２名のご出席をいただいておりますので、社会資

本整備審議会令第９条第１項による定足数を満たしておりますことをご報告申し上げます。 

 カメラ撮りはここまでとさせていただきたいと思いますので、ご協力をお願いいたしま

す。 

 議事を開始する前に、事務局から２点ほど連絡事項がございます。 

 まず１点目は、審議会のペーパーレス化でございまして、本日以降、原則として審議会

はこのタブレットを活用して進めさせていただきたいと思っております。皆様方のタブレ

ットの右下に黄色い耳のマークが出ている状態になっているのではないかと思います。こ

の状態の場合には、説明者の動作に合わせましてページが自動的に変わっていくような設

定になります。逆に、個別に操作をされたい場合には、この右下の黄色い耳のマークのと

ころを一度タップしていただきますと、それぞれの端末ごとに操作ができる状態になりま

す。もう一度耳を押していただければ、説明者の画面に合うと。個別に操作をされる際に、

違うファイルをごらんになりたい場合には、左上の左向きの三角のところをタップしてい

ただきますと、今回５つほどファイルがあるかと思いますが、それぞれのファイルが出て

まいりますので、ごらんいただきたいところをタッチしていただくという操作でお願いで

きればと思います。 

 なお、途中不具合等ございましたら、皆様方から見て右手の奥のところに事務局職員が

おります。挙手等でこちらのほうに合図をしていただければと思っております。 

 それから２点目でありますが、東日本大震災関連でございます。本日、地震発生の時刻

であります午後２時４６分になりますと、庁内放送で黙禱のアナウンスが流れます。ご審

議中かとは思いますけれども、ご協力をいただければと思っております。 

 それでは、以後の議事の進行を朝倉部会長にお願い申し上げます。 

【朝倉部会長】  それでは、議事次第に沿って議事を進めていきたいと思います。 

 まず１点目でございますけれども、重要インフラ緊急点検を踏まえた暫定２車線区間の

対応についてということで、事務局より説明をお願いします。 

【高速道路課長】  高速道路課長の山本でございます。資料２に基づいてご説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 この資料２は、先ほど局長のほうから挨拶を申し上げましたけれども、昨年秋に実施い

たしました重要インフラ緊急点検を踏まえまして、高速道路の暫定２車線区間を、３１年

度に財政投融資を活用いたしまして４車線化を行っていく候補箇所を選んでおります。こ
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れについてのご議論いただくということでございます。 

 表紙をめくっていただきまして、昨年７月の豪雨災害における高速道路の効果でござい

ます。昨年の７月の豪雨災害、西日本を中心に広範囲にわたって高速道路の通行止めの発

生がございました。高速道路の整備効果として、１つ目はネットワークとしてつながって

いるということで広域迂回が可能になったということでございます。左側の山陽道の事例

をごらんいただきますと、山陽道は東西の大動脈であるわけですが、これが通行止めにな

りましたけれども、補完する形でネットワークを形成している中国道あるいは山陰道とい

ったところが広域迂回の機能を確保したということであります。 

 それともう１点、４車線区間については、暫定２車線区間よりも早期の交通の確保が可

能であったということでございます。山陽道のところをごらんいただきますと、写真も出

ておりますけれども、４車線あるうちの片側１車線ずつを早期に啓開して緊急輸送の車両

を通したということでありますし、右側の高知道の事例をごらんいただきますと、上り線

のほうが流失する大規模な被災だったわけですけれども、生きていた下り線を活用して、

ここを対面通行で通したということでございます。暫定２車線よりやはり４車線のほうが

土砂災害のときに早期の交通確保が可能だということでございます。 

 次のページをお願いいたします。昨年は災害が非常に頻発したということもありまして、

昨年の秋、総理大臣からの指示に基づきまして重要インフラの緊急点検というものを行っ

ております。高速道路会社が管理する高速道路についても点検を行いまして、この中で特

に今ご紹介をさせていただくのは、高速道路の法面、盛り土の区間についての点検でござ

います。法面、盛り土の区間について土砂災害などの課題があり、地形的に崩壊や落石等

のリスクを有する箇所というものを抽出いたしますと、７１カ所約１,４００キロが抽出を

されてきたところでございます。さらにこの１,４００キロの中に、暫定２車線の区間が約

４７０キロ含まれているということが判明したということでございます。 

 この対策としまして、右側にございますけれども、まず１つ目の丸でございますけれど

も、土砂災害があった場合でも早期の交通確保が可能となるように、暫定２車線区間を４

車線化して機能強化を図っていくということが１点目。もう一つの②のほうは、当然法面

危険箇所がスポット的にありますので、そういった箇所での法面対策工などを実施すると

いうことでございます。こうした対策を計画的に行っていく必要があろうと考えていると

ころでございます。 

 次のページをお願いいたします。今、４７０キロの暫定２車線区間で法面危険箇所があ



 -5-

ると申しましたけれども、３１年度の財政投融資を活用いたしまして、この暫定２車線区

間の機能強化によって防災・減災対策を行うということと、あと右側にありますが、新名

神高速道路の６車線化、これは生産性向上の観点から行うことにしているところでござい

ます。財政投融資の低金利でこれを長期間固定化するということで、１兆円程度財政投融

資を追加するということでございまして、これによって７,０００億程度の金利負担が軽減

されるということでございます。高速道路会社において、左側にあります暫定２車線区間

の４車線化、新名神の６車線化を行うものでございます。それで、本日の本題であります

この暫定２車線区間の４車線化については、７,０００億円のうちの５,０００億円程度を

投入して対策を実施していこうということでございます。 

 次のページをお願いいたします。この３１年度の財政投融資を活用した４車線区間の実

施箇所でございますけれども、先ほどご説明をいたしましたように、ベン図の青い部分を

見ていただきますと、高速道路の本線に緊急点検を踏まえての法面危険箇所がある区間が

４７０キロあるということでございますけれども、財政投融資による財源の限りがありま

すから、箇所を絞り込んでいく必要があるということでございます。ここでは、その箇所

の絞り込みの考え方をご紹介しています。左側が高速道路の本線に法面危険箇所がある暫

定２車線区間でございますけれども、右側に並行する現道、例えば国道とかが並行してい

るところの法面危険箇所をまず抽出したいと思っております。これは言ってみれば高速道

路も危険箇所があるし、並行するところにも危険箇所があるということで、非常にネット

ワークとして代替する路線も含めて脆弱であるというところでございます。この区間の中

で特にネットワークが寸断する可能性が高い箇所ということで、下のところに点線で囲ん

でおりますけれども、次の３つの条件のいずれかに合うものということで、１つ目は本線、

並行する現道とも雨量の事前通行規制がおおむね２００ミリ以下ということで、雨が降る

とすぐとまってしまうというような区間であるか、あるいは、過去に災害による通行止め、

しかも大規模なもので２日間以上の通行止めの実績のある区間。③といたしましては、本

線の被災履歴があって、速度低下あるいは事故発生の可能性の高い区間というもののいず

れかに合う区間ということで抽出をいたしております。これらのいずれかに該当するもの

を抽出いたしますと、８５キロが選ばれてくるということでございまして、次のページに

日本地図が出ているかと思いますけれども、全国で１６カ所、延長にしますと約８５キロ

の区間を抽出しているということでございます。 

 これらの区間の個別の事例については、参考資料として付けております個別箇所の概要
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でありますけれども、次のページで代表的な２つの事例をご紹介させていただきます。６

ページでございますけど、広島呉道路ということでございまして、ここは昨年の７月の豪

雨災害でも大きな被害を受けた路線でございます。凡例を見ていただきますと、ピンクの

ちょっと楕円形のこれが高速道路の本線のところに法面危険箇所があるということでござ

いまして、ちょうど並行する国道が国道３１号線というというものでございますけれども、

こちらにも法面危険箇所が存在するということでございます。さらにこの国道３１号線に

は、異常気象時の通行規制の連続雨量１５０ミリでとまるという区間がありますし、高速

道路の本線のところに被災箇所があって、これは昨年の被害でございますけれども、下に

写真をつけておりますが、８４日間高速道路が通行止めになったという区間でございます。

ここについては、全区間にわたって法面危険箇所が高速道本線で連担しているということ

もありまして、全長１２.２キロについて４車線化を行うということでございます。 

 次のページをごらんいただければと思います。こちらは岡山自動車道、有漢から北房ジ

ャンクションの間でございます。場所的にいいますと、山陽自動車道と中国自動車道をち

ょうど連絡する路線が岡山自動車道でございますけれども、こちらについては、高速道路

本線並びに並行する現道に危険箇所が存在いたしまして、被災箇所も高速道路の本線で２

カ所ほどございます。さらに被災については通行止めが４日間以上ということで、大きな

被害があったということで、今回、付加車線の設置３.３キロを実施するというところでご

ざいます。 

 説明のほうは以上でございます。 

【朝倉部会長】  はい、ありがとうございました。それでは、今説明いただきました内

容につきまして、ご意見、ご質問等ございましたら、よろしくお願い申し上げます。 

 お願いします、家田先生。 

【家田委員】  ご説明ありがとうございました。優先的にやっていくというのは８５キ

ロということですよね。その中の①と②は、今例を挙げてくれたのでよくわかったんだけ

ど、③は被災履歴があり、かつ速度低下による事故発生の可能性が高いということであり

ますけど、これをもうちょっと内容を教えていただけますか。 

【高速道路課長】  ③のところですけど、例えば、４ページをごらんいただきますと、

下に事例の区間を書かせていただいております。例えば、秋田道の湯田～横手というとこ

ろですけど、こちらについては、被災履歴は当然ありまして、速度低下あるいは事故発生

の可能性の高い区間というのは、これまでもこの部会において、例えば速度低下が著しく
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２５％以上前の区間から落ちるような区間とか、あるいは事故の発生の確率が高い区間と

か、そういったところを抽出いただいておりました。今回、その区間の中からさらに緊急

点検を踏まえて、被災履歴がある区間を選んできたということでございます。 

【家田委員】  なるほど。ここの表現だけ見ると、被災履歴があるということは、何か

被災する可能性があると。被災すると速度低下が起こっちゃいそうだと。起こっちゃうと

事故が起こるんだと、こういうふうにこの文章だけだと読めるんだよね。速度低下による

事故発生と。世間一般というか普通の人からすると、高速道路の事故のほとんどは速度オ

ーバーによるものだと警察が書いていますよね。そういう普通の人の知識からすると、こ

の表現のままだとなかなか十分理解しにくいと思うんですよ。つまり、その区間だけが被

災して速度低下すると、前後が速いから、その速度差によりリスクが生じるということを

山本さんは言っているんだと思うんだけど、もう一つは、速度低下によるじゃなくて、そ

れとは別に事故発生のリスクが高いということをいっているんだよね。だから、もうちょ

っとこの③の文章は変えたほうがいいんじゃないかと思いますけどね。 

【朝倉部会長】  その点については、よりわかりやすい、特に一般の方がお読みになっ

て誤解が生じないような表現にしていただくということが重要かと思います。 

 石田先生。 

【石田委員】  きちんとしたロジックで箇所選定をやられていていいなというふうに思

いました。これも一般の人への印象にかかわる話なんですけれど、８５キロで５,０００億

だと。防災上危ないところだから、地形が厳しくて工事が難しくて割高になっていますと

いうことなんですけれど、そういうことも同時にきちんと説明しないと、何かまた高いも

の作ってという感じを持たれる可能性もあると思いますので、よろしくお願いいたします。 

【高速道路課長】  わかりました。そこはいろんな説明の機会等々でしっかりとアピー

ルをしていきたいと思います。 

【朝倉部会長】  ほかにいかがでしょう。根本先生。 

【根本委員】  この８５キロに絞り込む①、②、③についてコメントします。。今回はこ

れでいいと思うんですけれども、もう少し何かスマートにできないかなというふうに思い

ます。そう言っている意味は、これは８５キロに絞り込むとしたら、基準が２００ミリだ

ったり２日だったりするんでしょうけど、これが５０キロだったり１００キロだったりす

るとまたこれは違ってくるわけです。たまたま今回８５キロだからこのぐらいかなという、

指標間のある種のバランスがあるんでしょう。しかし、冗長度とか頑健性とか、研究レベ
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ルではいろいろな指標が定義されていて、それで優先順位なんかを決める方法も提案され

ていると思うんです。そういうちょっとマニュアルみたいなものにしていくということを

将来的には考えるべきじゃないかと思うんですね。 

 というのも、現在、２車線を４車線化するプロジェクトというのは、ＮＥＸＣＯとか整

備局で再評価とかやっていますよね。そういうときに、費用便益分析のマニュアルでこれ

はやるべきだとかやめるべきだとか判断しているわけです。今回の提案しているものは、

費用便益比が１を下回ってもこういうふうな条件のところはぜひやるべきだという、いま

までのものを補完する新しいマニュアルを作ろうというわけですよね。ですから、これま

でと同じぐらいの位置づけのものをやはりつくるべきじゃないかというふうに思うんです。 

 ちょっと発言のついでに言わせてもらうと、実は、２車線を４車線にするプロジェクト

で交通事故減少便益が問題になります。現在のマニュアルは高速道路と一般道路の事故率

パラメータはあるんですね。何億台キロ当たりの事故率と。しかし、２車線と４車線の事

故率のパラメータはないんです。だから、２車を４車にしても交通事故は減らないんです。

ですから実は、現行のＢ／Ｃマニュアルも、もうちょっと手を入れて２車を４車にする場

合に使えるマニュアルにほんとうはすべきだというふうに思っているんです。それと今度

プラスアルファで、こういう頑健性を評価し優先順位がつけられるようなマニュアルを作

ろうということになったわけです。今回の８５キロだけしか適用できない基準ではやっぱ

りちょっと寂しいんじゃないかなと思います。 

 以上です。 

【朝倉部会長】  ありがとうございました。ほかいかがでしょうか。どうぞ、大串先生。 

【大串委員】  拝見していると、非常にわかりやすい資料ではあるんですけども、やは

り最初に予算の総額が決まってしまって、その中の優先順位ということになっているのか、

それとも、逆に言うと、優先順位がこれぐらいなので、これぐらいの予算措置をされたの

かというののどちらなんでしょうかということがまず質問ですね。もし予算ありきですと、

ほんとうはもっといろんな箇所を手直しする必要があるんだけれども、どうしようもなく

て、この優先順位の３つの決め方で今回８５キロを整備しますというような形に書いてい

ただけないかなというふうに思いました。 

 以上です。 

【朝倉部会長】  ありがとうございました。太田先生。 

【太田委員】  ２点申し上げます。 
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 １点目は４ページのところですけども、財源問題の話です。誤解があるといけないので

確認ですけれども、財政投融資の１兆円の追加と書いてあると、借金を１兆円増やしてい

るというようにとられてしまいますが、実はそうではなくて、従来の債務を借り換えて、

借り換え先が財投で、財投の金利が安いから７,０００億円の投資余力が出たということが、

この資料だけだとわかりづらいので、しっかり説明をしていただきたいと思います。 

 もう１点は、次のページの５ページのところです。これは今、根本先生からもご発言あ

りましたけれども、ベン図ですけれども、４車線化の選定の考え方のところです。今回は

これで非常にわかりやすくて、４７０キロが８５キロぐらい減るということで、３８０キ

ロぐらいになると。そのうち現道が直されると３８０キロより小さくなるし、また来年、

再来年少しずつやっていくと、これはだんだん小さくなってくるわけですけれども、小さ

くなってきたときに、このベン図の重なっている部分と、左側の、現道は良いけれども高

速道路が危ないという部分との優先順位のつけ方が課題になると思います。その段階に達

すると、ベン図の真ん中部分をなくすことが第一優先順位ではなくて、左側の高速道路が

問題の路線で交通量の問題とかその他の問題、あるいは現道のほうは生活道路で使われて

いて、高速道路のほうは長距離の物流で使われている場合は、現道が生きているからとい

って、高速道路の代替が必ずしも十分できないという箇所もあると思います。したがって、、

先に４車線化をする箇所の選定の、それはマニュアルというのか、考え方というのか、そ

れは事業評価部会でやることになるかもしれませんけれども、今後、検討するべきである

と思います。 

 以上です。 

【朝倉部会長】  どうぞ、事務局のほうからお願いします。 

【高速道路課長】  まず、根本先生からお話がございました。もう少し、今回限りじゃ

なくて長い目で見て選定の考え方あるいはマニュアル的なものを考えるべきではないかと

いうご指摘であったかと思います。今回については、ちょっとこれは大串先生のご質問に

重なるところもありますけれども、どちらかというと予算の制約がある中でこの箇所を選

んできたというところが正直なところございます。ただ、高速道路の暫定２車線の区間は、

次の資料でまたご説明いたしますけども、１,６００キロあります。今回の法面危険箇所で

暫定２車線になっているところも４７０キロで、言ってみれば今回できるのが８５キロと

いうことですから、まだまだやるべきところがあるわけでございます。さらに、法面危険

箇所はその４７０が母数ですけれど、例えば速度低下している区間、あるいは事故が多い
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区間というようなものを含めると、１,６００キロのうち７００、８００といったオーダー

でまだあります。そういった区間についても４車線化を行っていく必要がありまして、今

年の夏ごろまでに安全・安心計画の中で優先的に整備をする区間というのを選んでいこう

と思っております。防災の区間の選び方あるいは渋滞の区間の選び方、どのような優先順

位で選んでいくのかというところについては、また先生方のご指導をいただきながら整理

をしていきたいと思います。 

 あと、大串先生の件は、今お答え申し上げたとおりでございまして、太田先生の財投の

説明ぶりですが、これは少しはしょって簡単に申し上げたわけでございますが、太田先生

ご指摘のとおり、借り換えのときにこの財投を充てるということでございまして、そうし

たこともあって借り換えの需要に合わせた形での財投の投入なので、予算額も決まってき

ているというところもあるんですけれども、その辺についてはしっかり説明をしていきた

いというふうに思います。 

 それと、４ページのベン図のところで、青い部分と赤い部分があって、重なる部分が減

っていくんだけれども、純粋に青い部分が残っていく順位をどうしていくのかと。ここは

まさしくこの災害の点検の危険箇所というところだけではなくて、速度低下しているとか

事故が多いとかというような課題のある箇所をどうしていくのかということでございます

ので、ここについても、夏の安全・安心計画の中で次の優先区間を決める段階で考え方を

整理していきたいなというふうに思っております。 

【朝倉部会長】  ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

【天野委員】  大変わかりやすいご説明をいただきましてありがとうございました。私

からは、すごく基本的なお尋ねでちょっと恥ずかしいんですけれども、４車線化は、利用

者負担による有料事業として整備していければいいなという考え方があったと思うのです

けれども、今回の８５キロの中で、有料事業になるのは、どれぐらいなんでしょうか。そ

こを教えていただければと思います。 

【高速道路課長】  基本的に今この議論をさせていただいているのは、有料区間の暫定

２車線区間の４車線化でございまして、引き続き料金収入をもってその４車線化の費用に

充てていくということでございます。 

【朝倉部会長】  では、竹内先生。 

【竹内委員】  ご説明ありがとうございました。私は、話のもっていきかたというのか、

そういうところの話になります。４車線化していくというときに金額もかなり高額になる
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と思うんですが、このご説明を見ている限りは、災害対策のためだけにこれだけのお金を

使って４車線にするんだと、つまりいざというときのリダンダンシーの確保ですね。そう

いうように聞き取れるわけです。しかし災害だけではなくて、そのほかにもっと４車線に

したいところはいっぱいあるわけで、そうすると災害時のリダンダンシー確保だけのため

に４車線を作るのかという疑問が出てくるかもしれません。うちは事故がすごいところも

ある、うちは渋滞がすごい、という地域もあるでしょうから、あまり交通量がないのに災

害のためにだけ車線を増やすのかという、そういう言われ方をされちゃうことを心配して

います。ですから、災害のためだけにやるんじゃなくて、ほかにさまざまな機能があるは

ずで、それらもちゃんと盛り込んだ上で言っておかないと、ほかの地域の方々の中には切

迫している方々もいらっしゃると思うので、そこの説明をうまくするということが必要じ

ゃないか、という印象を持ちました。 

 以上です。 

【朝倉部会長】  ありがとうございます。家田先生。 

【家田委員】  僕はこれは今回のは急ぎ８５キロを決めるやり方としては妥当なやり方

で、大事なのは、この基準みたいなものより、次のページの地図を見ると、ああここか、

これは要るな、こういう感覚が重要であって、僕はいい線いっていると思います。 

 それで、その上でちょっと意見を言うと、とにかく有料道路でやっている区間なんだか

ら、自主的な経営をしている主体、高速道路会社があるわけであって、それがこうやって

選んだやり方についてどういう意見を持っているかということが非常に重要だと思うんで

すよね。もちろんそれは確認されているとは思うんだけど、そこのところの意向というか

考え方が、各高速道路会社の経営の基本の方針と整合しているということははっきりさせ

ておいたほうがいいと思うんですよね。それがはっきりしていれば、今、竹内先生から出

たようなお話はカバーしたことになりますので、そこのところだけちょっと聞こうと思い

ます。いかがでしょうか。 

【高速道路課長】  この箇所選定に当たって、当然高速道路会社さんと事前に十分お話

をさせていただいて、この財政投融資を入れる段階から、今回は特にこの防災・減災とい

う観点で箇所を選ぶという方針も示されておりましたので、事前に十分に高速道路会社さ

んとも調整をして今回の箇所を選んできているということでございます。 

【家田委員】  ありがとうございます。その辺を資料にも入れておいていただくのが妥

当だと思います。 
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【高速道路課長】  そうですね、わかりました。 

【朝倉部会長】  ほかはいかがでしょう。どうぞ、児玉委員。 

【児玉委員】  緊急的な措置として、その危険箇所を除去するために、こういう財務の

フレームワークをつくられたということは了解できるわけですけれども、これは１兆円の

借り換えで７,０００億円の原資が出てくるということは、つまり、償還までの利払いの軽

減額はそれだけの期間かかってやるということになると思うんですけれども、そうすると、

先々の利払いの低減分を前倒しで使っちゃうような印象を受けるんですが、そういうふう

に考えてもいいのかと。もしそうだった場合は、先食いをどんどんしていくと後で困るこ

とになりはしないかと思うので、やっぱり財源の問題というのはきちんと取り組んでいく

べきだと思います。 

 以上です。 

【朝倉部会長】  ありがとうございました。関連して何かご意見ございますか。どうぞ、

小幡委員。 

【小幡委員】  やはり財源に限りがある中でどのように整備していくかという話になり

ます。高速道路は４車線であるべきなのが暫定２車線というのがたくさんあって、本来は

どれも４車線にしたいところだがお金がない。その中で、今回はまさにその財源に限りが

ある中での緊急点検で防災ということなので、ある意味法面の危ないところとなっている

のは、わかりやすくはなっていると思いますが、竹内先生も言われたように、将来的には

どういうふうにやっていくか、結局は暫定２車線の問題というのがあるわけなので、それ

をどういう順位で整備していくかというのを財源との関係で常に考えていく必要がありま

す。今回は一応これでクリアではないかと思いますが。 

【朝倉部会長】  ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

【井伊委員】  私も今後の財源の問題は、これはほんとうに緊急措置としてやる話なん

ですが、これは３カ年でたしか安倍政権はやるというふうに言っていますけれども、あの

３カ年の緊急点検として実施すると。だから、あのとき、昨年の閣議決定では緊急点検で

７兆円を投入するという中で、これは道路として７,０００億を投入するということになる

んでしょうけれども、その後の計画についても、やはり何らかの形で出していくという、

この８５キロ以降の話について、財源とセットにもちろんなるわけですけれども、それを

やっぱり出していくということが大事じゃないかなと思います。 

【朝倉部会長】  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 
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 私からも１つだけコメントすると、対象区間の整備の優先順位の議論はなかなか難しい

ものがありまして、ただ１つだけの指標でもって順位をつくるというわけにいかないので

難しいんですね。ただ、ここで対象になっている区間以外のところが一体どういう優先順

位を持っているのかということについては、あらかじめある程度検討はしておく必要があ

って、予算が増えたからその順番が変わるとかということになると、これは大変説明が難

しい。そもそもこういう順番で並んでいて、予算がここまで使えるんだったらここまでの

区間は整備できますよというものを持っておくということが大事なのかなというふうに思

いまして、これが１つです。 

 もう一つは、これは絶対やってくださいというわけじゃないんですけれども、整備候補

の区間というのは大変通行止めの可能性があるところなので、もし通行止めになったらど

うなるのかという簡単なシミュレーションをやっておいてもいいんじゃないかなと。そう

することによって説得力がなお増すように思います。また、これは瞬時に施工ができるわ

けじゃないので、一定の長さを持つ施工期間中にもし何かがあったときにどういうマネジ

メントをするのかということを議論するときにもそういったシミュレーションは役に立つ

んじゃないかなと思います。それほど手間とコストがかからないのであればという条件つ

きなんですけれども、そういったこともあわせて検討されるといいんじゃないでしょうか

ということであります。 

【家田委員】  すいません、今の点は全く同感でして、ただ、だけどそれは全く手がつ

いていないわけじゃなくて、３.１１の直後、２年後くらいでしたっけね、災害の面から見

て道路のネットワークが、高速道路のみならず一般国道や主要地方道も込みにしたときに、

どの部分を優先的に強化すべきかというような評価書をつくったんですよね。それが一部

運用もされているわけですね。ただそれは完璧なものじゃなくて、まだ改善の余地がある

わけであって、お勧めは、そういったもう既に道路局自身が積極的につくってきたものを

土台にしながら今出たような議論を解決していくというのが妥当だと思います。 

 以上です。 

【朝倉部会長】  ありがとうございました。これまでの議論と整合的な議論というのを

していただきたいということであります。ありがとうございました。 

 それでは、この本件につきましては以上ということにさせていただきまして、次の議題

のほうに移りたいと思います。もう一つの議題は、高速道路における安全・安心に係る施

策の取り組み状況についてということでございまして、こちらも引き続き事務局のほうか



 -14-

ら説明をよろしくお願い申し上げます。 

【高速道路課長】  それでは、資料３でございます。安全・安心計画をこれから作って

いきたいと思っていまして、表紙をめくっていただきまして、２０１７年の１２月にこの

国土幹線道路部会で、一番上にありますけれども、高速道路の安全性、信頼性や使いやす

さを向上する取り組みについての基本方針を取りまとめいただいております。これに基づ

きまして、中ほどのところでございますけれども、今年の夏ぐらいまでに、高速道路の安

全・安心計画なるものを策定していきたいというふうに思っております。今日は赤で囲っ

ておりますけれども、今私ども国あるいは高速道路会社で実際に検討しているところにつ

いて、いろんなご提案いただいている施策の取り組みの状況についてご報告をさせていた

だいて、今年の夏の安全・安心計画の策定に向けて、委員の皆様方からさまざまなインプ

ットあるいはご意見を頂戴できればという趣旨でございます。 

 次のページでございます。２ページでございますけれども、これが基本方針のポイント

でございまして、簡単にいいますと、左上の１.にありますけれども、高速道路のネットワ

ークが約８割開通済みになっているということでございまして、このネットワークがつな

がってきたというところはそれ相応に進んできたということでありますが、例えばネット

ワークの中での安全性の課題、暫定２車線のところもそうですし、例えば逆走の事故とい

った課題もございます。さらには、先ほどご議論いただいたような災害時のネットワーク

の強靱性、激甚化する災害に対してネットワークを強くしていく必要があるというような

話だとか、あるいは社会の生産性向上あるいは働き方改革ということで高速道路が担うべ

き役割というようなことについて、右側にありますけれども、施策の具体的な提案という

ことで３つの観点でさまざまなご提案をいただいているということでございます。３つの

観点、１つ目は利用者の安全の対策、２つ目が強靱で信頼性の高いネットワークの構築、

３つ目が快適な利用環境ということで、それぞれ具体的な施策の提案をいただいておりま

して、あわせてこの基本方針の中で、下のところで赤く囲んでおりますけれども、安全・

安心計画という中期的な整備方針というものを取りまとめるべきではないかということも

ご指摘をいただいているところでございます。 

 次のページをお願いいたします。こうした基本方針の項目に沿って、今日は各施策の取

り組み状況についてご説明をさせていただきたいということでございます。次のページか

ら具体に進めさせていただければと思っておりまして、まず、暫定２車線の４車線化とい

うことでございます。これはむしろ先ほどの前にいろいろお話ししたほうがよかったのか



 -15-

もしれませんけれども、我が国の高速道路の４割がまだ３車線以下ということで、国際的

に見てもこうしたところは非常に少ないということでありますし、右側の韓国の事例でご

ざいますけれども、過去においては、日本あるいは――ちょっと中断をということだと思

いますので。 

（黙禱） 

【高速道路課長】  それではすみません、再開をさせていただきまして、４ページ目の

右側でございますけれども、韓国で１９９２年に暫定２車線の全廃の方針というものが決

定をされまして、２０１５年には４車線化がおおむね完成をしているということでござい

ます。暫定２車線がなくなった以後、高速道路の死亡事故も大幅に減少しているというこ

とでございます。 

 それで、次のページをごらんいただければ、これは昨年の７月の段階での４車線化をす

べき区間の抽出方法ということでおまとめいただいたものでございますけれども、上のと

ころから少しおさらいをさせていただきますと、高速道路の暫定２車線の区間が４,３７０

キロございまして、４車線化の事業中の区間あるいは付加車線の設置済みの区間を除きま

すと、対面通行になっているのが２,９３０キロ、有料の区間が１,６００キロということ

でございます。これについて優先的に４車線化をすべき区間として、左側のところでござ

いますけれども、抽出方法として昨年７月の部会でご議論いただいたときには、上２つの

黒い字のところですけど、時間信頼性、事故防止の観点という視点と、それとネットワー

クの代替性の確保といった観点で、この１,６００キロの中から優先度の高い区間を選んで

いくべきというご議論をいただいたわけでございますけれども、これに加えて、先ほど議

題でご説明をいたしました赤字のところでありますけど、大規模災害時の早期復旧の観点

から、緊急点検を踏まえて法面危険箇所を含む区間についても同列に扱って、この３つの

観点から、今後は優先度の高い区間から順次４車線化を実施していくというような方向に

してはどうかというふうに考えております。 

 次のページをごらんいただきますと、今暫定２車線の対面通行区間が１,６００キロ、一

番上の箱でありますけれども、この中から、今申し上げたように優先的に４車線化をすべ

き区間として３つの観点から選んでいくべきであるということでございまして、その第１

弾としまして、今回は本線、並行する現道とも土砂災害の危険性の高い箇所として８５キ

ロを選ばせていただいたということでございますけれども、今年の夏までに、一番下のと

ころでありますが、上の３つの観点から、その１,６００キロの中から課題箇所をさらに選
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定して、安全・安心計画の中で優先整備箇所というのを選定していきたいということでご

ざいます。 

 ４車線化のところに引き続いて、次の７ページでございますけれども、今申し上げたの

は有料の暫定２車線の４車線化のところでございますが、基本方針の中では、無料の暫定

２車線区間を４車線化するときに有料事業も活用していくべきではないかというご指摘も

いただいております。負担の公平性やあるいは将来の維持管理に係る税負担を軽減すると

いう視点から、利用者負担、有料事業による整備を導入すべきではないかというご指摘も

いただいております。平成３０年度は、この下の左側の地図をごらんいただきますと、西

九州自動車道の佐々佐世保・佐世保道路というところでございますけど、青い区間が無料

の区間、緑の区間が有料の区間ということですけれど、ちょうど有料と無料が変わるとこ

ろがこの佐々佐世保・佐世保道路でございまして、ここの４車線化をするときに、この青

い区間の無料の区間について有料事業を導入したというのがこの方針の取り組みの第一号

ということでございます。厳密には高速道路ではないので第二号ということには必ずしも

ならないのかもしれませんが、類似した事例で、赤で旗出しをしておりますけれども、今

度は福岡県の一般国道２０１号線八木山バイパスという路線がございます。ここは高速道

路ではありませんが、自動車専用道路でございまして、ここの４車線化をするに当たって

有料道路事業を活用するという方向で、今週にもあります事業評価部会でご審議をいただ

く予定でございます。この八木山バイパスは、右のところにちょっといろいろ書いてあり

ますけれども、かつては有料道路でございました。今申し上げたような暫定２車線の無料

区間を４車線化するときに有料を入れるというご答申をいただく前になりますけれども、

２６年１０月に償還満了期間を迎えたので無料開放したということでございますけれども、

その結果、交通量が倍増して渋滞あるいは交通事故が増大をしているということでござい

ます。 

 それで、一番下にありますが、福岡県のほうからのご意見といたしましても、確実かつ

早期の整備の観点から、直轄事業と有料事業を組み合わせた整備手法の検討でありますと

か、あるいは利用しやすい料金水準ということで、かつての料金の水準が消費税を入れて

５３０円だったんですけど、おおむね半額程度というような料金水準にしていただけない

かというご要望もいただいているところでございます。 

 現在のところでありますけども、ここについて、有料道路事業導入についてまた事業評

価部会でご議論いただきますけれども、使いやすい料金で利用促進を図る必要性はもちろ
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んあるんですけれども、一方で、早期整備になるように一定の有料投資額というものも確

保していく必要があろうということでありますとか、あるいは安くし過ぎて有料道路に集

中し過ぎてもいけないということのバランスも考えて、料金水準を２５０円程度プラス消

費税という形で考えていきたいというふうに思っております。こうした取り組みもいただ

いたご答申を踏まえて進めさせていただければと考えているところでございます。 

 次のページをお願いいたします。高速道路での逆走の対策でございます。左下のところ

にちょっと絵を描いておりますけれども、逆走の対策としまして、分流部、出入り口部あ

るいは料金所のプラザといったところで路面標示とかラバーポール等の物理的・視覚的対

策を実施しております。それと、右側にありますけれども、情報板あるいはＥＴＣ２.０対

応のカーナビによりまして、単路部での注意喚起でありますとか、行き先を間違えた車に

対して、特別転回といってまた戻っても料金はかけないとか、そういった制度があるので

すが、そういうものを広報・啓発を実施をしてきております。その結果、左上にグラフが

出ておりますけれども、逆走の事故件数については、２年前に比べて約４割程度減ってき

ているというのが逆走の状況でございます。 

 次のページをごらんいただきますと、対策を打った地点、逆走の発生地点というものを、

上の青とかオレンジとか緑とか棒グラフがございますけれども、発生した地点別に見てみ

ますと、逆走事故全体でいうと４割減っているんですけど、先行的に対策を実施してきて

おります分合流部とか出入り口といったところでは６割ということで、やはり一定の効果

が出てきているのかなというふうに思っておりますけれども、残る逆走の区間の解消に向

けて、まだ単路部だとかそういったところで、なかなか対策として難しいんですけれども、

民間企業等からも公募・選定した新技術も活用しながら対策を検討していきたいというふ

うに考えております。 

 次のページをお願いいたします。高速道路の機能強化ということでございますけれども、

まずは多車線化ということで、新名神、新東名でございますけれども、我が国の物流の根

幹を支える路線でもございます。三大都市圏をつなぐダブルネットワークとしての安定

性・効率性をさらに向上させていくことが必要だというふうに考えておりまして、新東名

の静岡県区間については、昨年７月に６車線化の事業化をしたところでございますが、新

名神の亀山西と大津の間についても、来年度の財政投融資を活用して６車線化の事業化を

する予定にしているということでございます。 

 次のページ、１１ページでございますけれども、輸送の効率化ということで、特に新東
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名の事例についてご紹介をさせていただきますと、左上に写真が出ておりますが、１台で

２台分の荷物が運べるダブル連結トラック、こうしたものが既に走り始めております。平

成３１年１月２９日から特車の許可の基準の車両の長さが緩和され、これから本格的に導

入していきたいと思っておりますし、トラックの隊列走行の実現に向けて、下のほうにあ

りますけれども、有人・無人に向けた公道の実証実験も新東名で実施をされているところ

でございます。 

 それと、規制速度でございますけれども、これは警察庁さんのほうでさまざまご検討を

されておりましたけれども、平成２９年１１月から規制速度１１０キロの試行運用をして

おりました新静岡と森掛川の間ですけれども、ここについては一定の安全性等々が確認で

きたということで、この３月１日から１２０キロの試行運用を引き続き速度を上げて実施

をされているというところでございます。 

 次のページをごらんいただければ、今度は大雪時の道路交通の確保に向けた取り組みと

いうことでございまして、右下に除雪車の梯団除雪と書いてあるのがありますけれども、

大雪時の道路交通を確保していくということについては、ネットワーク機能への影響をで

きるだけ最小にしていこうということでございまして、できるだけ早期に路面を確保する

ということで、右下の絵にあるような、２台３台除雪車が編成を組んで、梯団方式で除雪

をしていくというような除雪体制の強化を行ってきております。 

 こうした除雪体制の強化とあわせて、左のほうの図にもございますけれども、予防的通

行規制をして集中的に除雪をしたり、あるいは異例の降雪時には、従来であれば通行止め

となるような場合に、タイヤのチェーンをつけている車だけしか通さないというチェーン

規制も高速道路で７路線ほどで導入をしているということでございます。 

 次のページをごらんいただければ、今度は休憩施設の使いやすさの改善ということでご

ざいます。休憩施設については、特に大型車の駐車ますの不足といった問題とか、あるい

は、サービスエリア、パーキングエリアがなかなかなくて、ガソリンスタンドの空白区間

が存在するといった課題がございます。まず、大型車の駐車ますについては、大型車と小

型車兼用で使える兼用ますというのを３０年度において１２カ所２６６台分増設をしてお

ります。それとあと、駐車ますを確実にご利用いただけるように、東名の旧豊橋料金所の

跡地を使って、ここで駐車場の予約システムの導入について今ＮＥＸＣＯ中日本のほうで

ご検討をされております。それとあと、高速道路の休憩施設の空白地帯については、右側

にありますけれども、大体おおむね２５キロぐらい休憩施設の間があいているのが１００
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区間ぐらいあるのですけれども、それを半減していくということで、道の駅とかに一時出

ていただいて、それでまた乗っていただく、料金は降りたことにしないというようなこと

を今社会実験で全国２０カ所でやっておりますけれども、いろいろアンケートとかも調べ

ておりますと、一時退出は今１時間で戻ってこないといけないということになっているの

ですけれども、短いというようなご指摘もいただいておりますので、もう少し使い勝手が

いいように、今後道の駅の対象も拡大していく方向で検討していきたいというふうに思っ

ております。 

 １４ページでございます。休憩施設の使いやすさの改善ということで、子育ての関係で、

右側にありますけれども、２４時間利用可能なベビーコーナーでありますとか、あるいは

屋根つきの優先駐車スペースでありますとか、あるいはおむつを小分けで販売するとか、

こういった対策を２０２１年までに全てのサービスエリアで完了していきたいというふう

に思っております。 

 次、１５ページでございますけれども、これは物流の効率化に関連してということでご

ざいますけれども、中継物流拠点というものを浜松でコネクトエリア浜松という形で既に

運用をＮＥＸＣＯ中のほうでされております。ちょうどスマートインターチェンジが設置

された新東名の浜松サービスエリアに中継物流拠点を整備して、ここでトレーラーのヘッ

ドの交換あるいはドライバーの交代によりまして、同じドライバーの人がずっと関西から

関東あるいは逆の方向もそうですけれども、走らなくてもよくて、途中でも戻れるという

形で労働環境の改善とか働き方改革を支援しているということでございます。 

 １６ページでございます。先ほども少しご説明いたしましたが、ダブル連結トラックあ

るいは隊列の走行の実証実験が今進んできています。車両のほうの検討というのはいろい

ろ進んでいるわけですけれども、インフラの面でどういう備えをしておくべきなのかとい

うことについても議論を開始しておりまして、昨年の１２月に検討会を設置いたしまして、

具体的な検討を今いただいているところでございます。 

 次のページでございますけれども、これは訪日外国人旅行者への対応ということで、訪

日外国人旅行者が増えているということもありまして、左側にありますが、訪日外国人向

けの高速道路の周遊の定額パスというものもかなりご利用いただいているという状況にな

っておりますし、高速道路のナンバリングでわかりやすいご案内をできるようにする取り

組みもしているということでございます。 

 また、１８ページでございますけれども、外国人の方がレンタカーを利用されて、そこ
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でＥＴＣ２.０のデータを使って、どこで急ブレーキを踏んだりとかというものがわかって

きますので、そういうデータをもとに多言語表示あるいはピクトグラムでその注意喚起を

ピンポイントで実施するという取り組みをいたしまして、急ブレーキ等々の削減にもつな

がっているということでございます。 

 あと、１９ページでございますけれども、民間施設直結のスマートインターチェンジと

いうことで、平成２９年７月にこの民間施設直結のスマートインターチェンジの制度を創

設しております。これによりまして、高速道路と近接している物流拠点あるいは商業施設

と直結する形でのインターチェンジの整備が、民間企業さんのご負担もありますけれども、

可能になったということでございまして、２０ページに具体の事例といたしまして２つほ

ど出ておりますが、左側の多気のスマートインター、これはちょうど伊勢方面から帰って

くるところにアクアイグニスといういろんな施設がある拠点があるわけですけども、ここ

に伊勢方面からの観光客に直接お立ち寄りいただくというような狙いでございまして、こ

れは昨年の８月に事業化されておりますし、右側の淡路島のハイウェイオアシスというと

ころは、今まで人は通れる、行き来できるという形でハイウェイオアシスがあったのです

けれども、そこを車も通れるようにして直接入っていけるようにしようということの事例、

これも３月の事業化に向けて今検討を進めているということでございます。 

 ２１ページでございますけれども、これはＥＴＣの多目的利用ということで、ＥＴＣを

料金収入だけではなくて、いろんな車両の管理、駐車場でのゲート管理でありますとか、

あるいはフェリー乗り場での手続の自動化とか、そういったものに使っていこう、あるい

はドライブスルーとかガソリンスタンドということで料金のやりとりをキャッシュレスで

行っていくというものにこのＥＴＣの技術を活用していこうということで、今、ネットワ

ーク多目的利用に向けた取り組みを進めているところでございます。 

 ２２ページでございますけれども、ＥＴＣ２.０のデータの利活用促進ということで、２.

０でとれる速度、経路、急ブレーキ等のデータに基づきまして、昨年の３月からバスタ新

宿でバスロケに使ったり、あるいは昨年８月からトラック事業者を対象にして車両の運行

管理といったものへの支援サービスというのもやっております。さらに、一般ユーザー向

けの民間事業者さんのほうからのサービス案を公募すべく、こうしたデータを開放してど

んなサービスができるのかということについて公募をしております。１９サービスほど選

んでおりますので、今後、こうした事業にも配信実験をしていきたいというふうに考えて

おります。 
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 最後でございます。高速道路システムの海外輸出ということで、これは高速道路会社が

これまで任意の取り組み、関連事業としてこれまで国内で培ってきたような技術とかノウ

ハウを海外に展開していくという取り組みはこれまでにもあったわけですけれども、昨年

８月に海外インフラ展開法という法律が施行されました。これで官民一体となって日本の

技術を海外展開していこうということになりまして、高速道路会社の業務として、海外に

おける道路整備あるいは維持管理に関する調査というものを規定しているということでご

ざいます。こうした取り組みを通じてこれまで国内で蓄積したノウハウ、技術というもの

を国際貢献、海外市場の獲得につなげていくという取り組みもやっていきたいと考えてお

ります。 

 すみません、少し長くなりましたが、説明は以上でございます。 

【朝倉部会長】  ありがとうございました。それでは、今説明いただいた案件につきま

して、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。どうぞ。 

【天野委員】  説明ありがとうございました。私から、また基本的なところで恐縮なん

ですけども、２点お尋ねしたいんですけれども、１点目は、コネクトエリアの浜松なんで

すけれども、こちらの利用実績というか、そういった何かデータのようなものがあればお

示しいただきたいのと、あともう１点は、隊列走行の公道実験なんですけれども、こちら

の結果なんですけれども、結果を踏まえて、こういったものの普及とか実用化に向けたハ

ードルというのが高いのか、あるいはもうかなり手応えとしては感じていらっしゃるのか、

以上２点、お聞かせいただければと思います。 

【高速道路課長】  まず、コネクトエリア浜松ですけれども、今具体に契約されている

のは４社ほどございまして、契約台数３５台というのが、２０１８年から試行の運行を始

めているということございまして、月別で見ますと１１月が１３０台、１２月が１７２台

というような実績でございますので、立ち上がりとしては順調なご利用をいただいている

のかなというふうに思います。 

 あと、隊列については、車両のほうでいろんな実験を、これは経産省さんと私どもの自

動車局のほうで連携して取り組みをされています。今、有人で走っている限りはなかなか

ドライバーの数も減らないので、できれば無人にしていこうということで、無人の実験も

されておりますが、いきなり無人というのもなかなか難しいので、この２月から後続有人

の状態で実験をされていると聞いております。その結果を見て、技術的な課題ももちろん

あると思いますけれども、あとはマーケットとしてどうなのかというようなところもさま
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ざま議論をされているというふうに聞いておりますので、そういった状況も見ながら、私

どももインフラ側で何をしないといけないのかというところについて、今、根本先生のご

指導をいただきながら勉強を進めている状況でございます。 

【朝倉部会長】  ほか、いかがでしょう。山下先生。 

【山下委員】  ２つだけ。 

 １つは、先ほどの話ともつながるんですが、暫定２車のところを４車化していくには、

財源も時間もかかる、優先順位をつけていかなければいけない、これは当然なんですが、

逆に、当面あるいはかなり長い間２車で維持せざるを得ないところについて、もちろんワ

イヤーロープの設置その他というのは挙がっていますけれども、むちゃくちゃ走りにくい

道路だということは確かなんですね。したがって、暫くあるいは当面２車で置いておかざ

るを得ないところをどう快適に走れるかということの工夫をもう少し深めていただきたい

なと。特に地方ではやはりそういうところがかなり残りますから、これは後回しですよと

いうだけではちょっと悲しいと思います。２車は２車でいいんだけれども、そこを安全は

当然として、プラスどう快適に、どう道路として使いやすくするかということをご検討い

ただきたいなと思います。 

 それから２つ目は、サービスエリアのことで、先ほど宝塚北の子ども、幼児の対応施設

云々というのがあって、ただ、あそこを見ていてどれぐらい利用されているのかな、ある

いはどういう評判なんだろうというところはちょっと気になりました。宝塚北のサービス

エリアは私もちょこちょこ使うんですが、あまり利用されているように見たことないんだ

けどなと。いや、利用されていないからいけないということではなくて、こういう取り組

みは結構なんだけれども、こういう取り組みについては、設置して終わりではなくて、ど

う使われているか、あるいは利用者からどういうふうなところの改善が出ているかという

ことを踏まえながら、時間をかけてよりよくしていくという発想で整備していくべきだろ

うというふうにも思いますから、全体に使いやすさをどういうふうに、持続的に少しずつ

でもいいからよりよくしていくという発想で整備をしていくということをお願いしたいと

いうことです。２つだけです。 

【朝倉部会長】  ありがとうございました。では、はい、小幡先生。 

【小幡委員】  いろいろなことをしてくださっていると思いまして、今のお話とも関連

しますが、最初の２ページ目、ポイント、基本方針にのっとってというところですが、こ

れは平成２９年の基本方針ですね。平成２９年１２月２２日公表のポイントというところ
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を改めて見ますと、左側の２番のところで、高速道路の安全性、信頼性、使いやすさを向

上する取り組み、まさにそれを進められていると思うのですが、私もここが一番大事なと

ころだと思っています。留意すべき視点のところで、利用者の視点や行動の重視というと

ころがあって、施策を進めていく上で、利用者が高速道路というものに何を一番求めてい

るのかということを常に、利用者目線に立って施策を進めていくということが一番大事な

のかなと思っています。 

 そういう中で、今の子育て支援施設の話ですが、それは全員に対してというわけではな

いですが、やはり高速道路にそういう施設があるというのは、大事なことだと思うので、

十分広報していただいて、そういう利用者のためにも大変使いやすいものになっていると

いうことをアピールすることは大事だと思います。それから例えば大雪のときにどうする

のかとか、やはり高速道路を利用する方が大雪のときにどういう利用形態にしてもらうの

が一番望まれているのか、そういう視点が大事だと思います。全体的には、、それでいて安

全・安心でなければいけないというのはもちろん必須なわけですが、常にその視点を大事

にしていただければと思っています。 

【朝倉部会長】  ありがとうございました。石田先生。石田先生の後、事務局のほうか

ら何かありましたら。 

【石田委員】  ３点ばかり申し上げたいと思います。 

 １つは、八木山バイパスを再有料するということは、これはやっぱりいいサービスを提

供するために負担をお願いするということで、大事な事例だと思っておりまして、やはり

丁寧な説明と、実際にどういうものがイシューになって、それに対してどういう説得をし

たりデータがあればよかったとか、あるいは供用後のモニタリングなんかを十分にやって

いただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 ２点目は休憩施設です。特に駐車施設なんですけれども、今のＳＡ、ＰＡの容量算定は、

トイレ休憩を主な想定下とした原単位を使っておられて、随分社会状況が違ってきている

と思うんですよね。例えばＳＡ・ＰＡを拠点に地域を楽しんでもらうような、そういうＳ

Ａなんかもありますし、あるいはトラックドライバーさんでいうと、やはり安全性の観点

から決まった休憩をとらなくちゃならないと。そのために重要な施設であるということな

ので、その辺をどう考えるかということが重要になってくると思いますので、そのときに、

やはり今、ＳＡ、ＰＡ等の駐車場は無料なんだけれども、予約とともに有料でご負担をお

願いするというようなこととか、中にもありましたけれども、道の駅との連携をさらにど
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う高めていくかということも含めて、いろいろな検討をお願いしたいと思います。 

 ３番目はＥＴＣ２.０の話なんですけれども、これも何度か申し上げたことがあると思う

んですけれども、やはりこれから災害時とかふだんのときの道路交通の状況をモニタリン

グするというのは非常に大事な仕事だと思うんですね。ここは幹線道路部会だから、高速

道路上にはＩＴＳスポットもついていますので、いいといえばいいんですけれども、やは

り下道にもつけることも含めて検討すべきで、そのときには、いっぱいついている監視カ

メラとか、それをつなぐ光ファイバーなんかの有効活用も含めて、どういうことが今起こ

ってということをきちんとできればなというふうに思います。 

 そのときに、もし可能ならばということなんですけれども、今、電子基準点というのが

全国に１,３００あって、国土地理院がやられているんですけれども、それのサービスがま

だ全国にあまねく行き渡っていないと。これから国土のモニタリングをするとかデータを

整備するということの基盤中の基盤は、正確な地図であったりしますので、地理院とも連

携をしていただいて、そういうモニタリングシステム及びそのための基盤地図、データと

いうことをどうつくっていくか、そういう中にＥＴＣも入ってくるし、監視カメラも入っ

てくるみたいな、そういう姿をぜひお考えいただければと思いました。 

【朝倉部会長】  それでは、ここでもし事務局のほうから、今の先生方のコメントに対

してありましたら、お願いします。 

【高速道路課長】  はい。まず、山下委員からご指摘ありましたけれども、ワイヤーロ

ープ等々の対策があるけれども、当面暫定２車のところを安全で快適に走れる工夫をとい

うことでございます。これはおっしゃるとおりでございまして、我々もどういうふうにそ

の長期間かかるところの暫定２車を、本来そもそも４車線化すべきところなんですけれど

も、利用者の方に安全・安心にご利用いただける工夫ができるのかというのは悩んでいる

ところでございまして、ここは高速会社ともいろいろ議論を重ねながら、どういうことが

できるのかというのを考えていきたいと思います。 

 あと、ＳＡの宝塚のところがあまり利用されていないようなお話もありましたけれども、

ここはやはりどちらかというと、言ってみれば子育て支援という取り組みとしてインフラ

側でどういうことができるか、高速道路で何ができるんだろうかということで考えてやり

始めたところでありまして、正直、どれぐらい利用されているのかとか、どういう評価を

いただいているのかというところを十分にまだ把握できていないところがあります。ちょ

っとそういうものも、もちろん広報するということも大事ですけれども、利用者からのご



 -25-

意見を吸い上げる形で、しっかりと対応していきたいなというふうに思います。これは小

幡委員のご指摘にもございました。利用者目線でニーズをしっかりと捉えてということで

ございますので、おそらくこの安全・安心計画なるものをつくるどこかのタイミングで、

いろんな事業者団体のご意見も聞きながら、ずれがないのかというところを確認をしてい

ければというふうに思ってございます。 

 あと、石田先生から３点いただきまして、八木山バイパスの再有料化については、一度

無料になっているところを再度有料にするというところで、利用者の方への丁寧な説明は

十分必要だというふうに思っておりまして、特に、無料になってから非常に渋滞、事故が

激しくなったということで、地域のほうからも、有料でもいいので４車線化してくれ、た

だ、使いやすい料金でというご要望もいただいているところなので、あまり高過ぎてもま

た利用されないというのもよくないので、利用のモニタリングもしっかりやっていきたい

と思いますし、事業化の前の段階でも丁寧な説明に心がけていきたいというというふうに

思っております。 

 あとは、休憩施設のますの計算の仕方がトイレ休憩を原単位にしているということにつ

いては、これはおそらく昔の考え方がそのままになっているんだと思いますので、かなり

使われ方等々変わってきておりますから、ここは高速会社ともよく勉強をして、今の利用

実態あるいは今後の利用実態を踏まえて、駐車のますの考え方というのは整理をしていき

たいなというふうに思います。 

 あと、ＥＴＣ２.０の活用についてでございます。これはビッグデータの時代でいろいろ

なデータがあるものと連携をしていくというのは非常に大切なことだと思いますので、ど

ういうことができるのかということも含めて、関係するところといろいろ議論をしていき

たいなというふうに思います。 

 以上でございます。 

【朝倉部会長】  ありがとうございます。家田先生。 

【家田委員】  どうもありがとうございます。幾つかあるんですが、なるべく簡単にい

きます。 

 この安全・安心の計画というのが、どのくらいの時間スケールでやるかということ次第

で何を議論するかということが違ってくるかとは思うんですけども、まあ私の考えとして

は、超短期というか緊急にやるようなことから、長い時間単位でじっくりと取り組むべき

ことまでなるべく網羅したほうがいいんじゃないかとは思っています。 
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 それで、まず第一には、根本的なところで言うんだけど、やっぱりＮＥＸＣＯなり首都

高速なりそういう会社があるわけであって、今日出た話の中でも、そこの会社の自主性に

基づいてやればいいんじゃないかと思うようなことも結構ありますよね、オペレーション

レベルのね。そういうものと根本にかかわるようなものというのは、やっぱり少し色分け

したほうがいいんじゃないかと思うし、オペレーターが自主的に考えるべきようなものは

国の審議会で決めて、やれというんじゃなくて、自主的に出していただいて、それを審議

するという方向にもっていったほうが健全じゃないかなという感じはしています。 

 関連して言うと、安全・安心で防災とか事故というのは大いにカバーされているんだけ

ど、高速道路とは言わないんだけど、いろいろな道路あるいは道路に関連するコンビニと

かなんかで凶悪事件がいっぱい発生していて、セキュリティというものが安全・安心で重

要ファクターになりつつあるかもしれないですね。高速道路でどんなことが起こっている

か、もしあるんだったら、射程圏に入れたほうがいいんじゃないかというのがベーシック

な話です。 

 それから、ここからは大事だと思っていることを幾つか言うんだけど、第一は、メンテ

ナンスについて、前にメンテナンス有料というのを考えるべきではないかという議論を、

料金の関係で随分しましたよね。それは、その維持管理というところになるんだけれども、

やっぱり時代が変わっていくことによって、かつては暫定２車くらいだってないよりは、

ずっといいだろうという話だったのが、それじゃあもう済まないよねとなっているわけで

すね。つまり、時代の変化に応じてグレードアップしていかなきゃいけない。つまり、そ

れも更新というとすると、維持更新のためにはやっぱりお金がかかりますから、維持更新

のための有料なり、あるいは無料区間もありますから、それは料金じゃなくて、道路財源

というのはなくなったけど、こういう維持更新道路財源というのは僕はあったって不思議

はないと思うんですね。その辺は一朝一夕に決められるものじゃないんだけど、じっくり

と議論すべきものだと思うし、そここそ考えるべきだと思うんですね。もしくは、もうや

めちゃいましたけど、都市鉄道で複々線化をやるときには、１０年間の積み立て、これは

無税で積み立ててというのをやったんですよね。特特制度というんですけど、そういうよ

うなもので暫定２車や何かについては少し積み上げの料金制度があったって不思議はない

というような感じがしますね。 

 それから２点目は、海外インフラ展開で、これは大いに結構な話なんだけれども、わり

と安直にすぐれた日本の技術が云々とか書いてあるんだけど、道路に関して、一体日本の
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技術のどこがオリジナルで、どこが世界をリードするだけのすばらしいものなのかという

のをはっきりとアイデンティファイしないと、いずれ何だかわかんなくなっちゃうと思う

んですね。ぜひそこは自主的に高速道路会社を中心に、日本の高速道路のすぐれていると

ころはここだと、いやここはしかしまだまだだというようなことははっきりしていただき

たいと思います。その上で進めていただきたい。 

 ３点目は、事故に関して申し上げるんですけれども、高速道路が日本の観光、日本人だ

けじゃなくて外国人もですが、における極めて大きな働きをしているのはもう歴然として

いて、だけど、首都圏をはじめとして大都市圏とつながっている高速道路は、土日の夕方

だとか、まあ朝もそうですけど、結構事故渋滞なんですよね。自然渋滞というのは確かに

サグの問題とかいろんな工夫して少しずつ改善もしているんだけど、事故渋滞が相変わら

ずぼこぼこ起こる。僕もこの週末もちょっと遊んでいたんですけども、もう帰ってこれな

くなって大変だったですけど、その事故渋滞を直ちに直せとは言わない。しかし、自動運

転等々の自動車側の技術等々の向上によって、安全向上となり事故の減少、したがって高

速道路の所要時間の安定性、信頼性を向上する、それによって観光振興なんていうのはま

だまだできる。特に都市型じゃない観光地にこれから誘導しようというわけですよね、そ

このところには高速道路がそういう視点でやっていただきたい。事故についてより一層の

分析と、次の時代の道路と自動車の技術開発に基づいて改善していく、そこに視点を置く

べきじゃないかと思うのが３点目。 

 ４点目ですが、いろいろと工夫してやっているのはいいと思うんだけど、何かやればい

いというもんじゃなくて、特に有料道路においては、ミニマムにやらなきゃいけないこと

と、量に関係なくやるべきことと、やっぱり量を、どのくらいの人がどのくらい使ってい

るかなということに依存してやるべきことってやっぱりありますよね。そこはやっぱり意

識を置いてもらいたいと思います。それで、一例でいうと、案内標示板で何だか韓国語、

ハングルが出てくるのがあったけど、それなんかについても多言語標示というのは大事な

ことであるけど、それはスペースが十分あって、しかも空間のスペースと時間のスペース

の両方あって、余裕のあるときにやるべきことだけど、一巡しないと自分の言語が出てこ

ないなんていう、ぱーっと走っていくときに出すものに韓国語と中国語があって、一体日

本語はいつ出るんだという間に過ぎちゃった、それで事故を起こしちゃったらしようがな

いのでね、やればいいというもんじゃないというスタンスでやってもらいたいし、例えば

アメリカは、何人だっていっぱい観光してますけど、まず英語標示しかないですよね。ど
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こかちょっとずれているんじゃないかなという感じがするね。スペースと時間を考えてや

っていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

【朝倉部会長】  ありがとうございました。大串先生。 

【大串委員】  ありがとうございます。すいません、３点お願いいたします。 

 １点目は、八木山のところなんですけれども、有料投資分という記載がここにあるんで

すけど、それが何なのかなというのがちょっとわからなくて、３６０億円のうち１１０億

円が有料投資分ということで、全体事業費の内訳が書いてあります。これはもしかしてゲ

ートとか設けるのに１１０億円かかるというわけでは多分ないと思うので、もう少し説明

していただけたらなというふうに思いました。あと、それに加えてどう料金をとっていく

か、ＥＴＣのみにしていくのかとか、いろんな工夫ができるのではないかなと思いますし、

あとこれは有償のところが無償になって、また有料化するという意味では、今、高速道路

で無償化しているところを有料化していくときのスキームとはちょっと違うと思うんです

けども、多分いろいろなヒントが得られると思いますので、例えば今までの道路料金の基

準だと、大体１キロ当たり２４.６円という基準があって、それで掛けていくと大体３１２

円の税が１０％とすると３４３円とか、それを２５０円ぐらいにする根拠が地元の要請だ

からとか、そんなのをどこまで考慮してもらえるのかなという意味で、例えばいろいろ無

料の高速道路を抱えているところが優先４車線化してほしい、そのためには有料化してい

ただきたいとか、そういった要望を出すときにも、こういったスキームだと優先されます

よとかいうことがちょっと今のところよくわからない中で事業がなされているような気が

しますので、ぜひ、明瞭会計じゃないですけども、どういったときにこうしたスキームが

適用されるのですかということを一旦どこかで明示していただけたらなということを思い

ました、質問を兼ねてですね。 

 ２点目が、駐車場の優先ますの話ですけれども、小型と大型と混在する中で、さらに大

型の分の特別な車両を有料でとかいうお話がいろいろ出ていましたけれども、できれば小

型で、小型の車両が出られるような、すぐ近くに道の駅があっていろんな機能があります

よというのであれば、小型車はとまるスペースがここにはないですよということで、あま

り事業費をかけないような駐車ますの増加というのができないものなのかと。つまりは、

もっと道の駅等々を利用していただいたりとか、もしくは大型車両が駐車しやすいような、

例えば海老名のあたりに集積しているような大型商業店舗の駐車場を夜間の時間帯は優先
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駐車をしていいとか、そのかわりに、そこの商業施設の宣伝をＳＡでやっていいですよ、

いろいろなバーターのような取り組みとか、ぜひ、先ほど家田先生のほうからいろんなア

イデアをそれぞれの事業を展開している高速道路会社が持っているのではないかというお

話がありましたので、そういったところからもご意見を吸い上げていただいて、独自の駐

車ますの拡張の取り組みを、できるだけ安く、できるだけ早く、また地域の実情に沿った

形で整備をしていただけるようなスキームをぜひ編み出していただきたいというのが２点

目です。 

 ３点目ですけれども、子育て支援施設の話が出ておりました。実際ああいうものがある

と、お出かけするほうは、使う、使わないにかかわらず非常に気楽に出ることができます。

ここには一応あるんだということで、幾つかの拠点でああいったものが整備されていると、

何キロかにおいてということは、子育て世帯が移動する、特に小さい子を連れての移動と

いうのは、なかなかにして鉄道等を使うのは大変でして、高速道路を頼ることが非常に多

くございますので、災害時にああいった施設が利用できるということも含めて、安全・安

心の施設としてもお考えいただけると非常にありがたいかなというふうに思いました。も

っと洗練化されていけばいいかなと思います。 

 以上です。 

【朝倉部会長】  ありがとうございました。両先生からのご意見について、コメントは

ともかくとして、ご質問に対してもし何かここで事務局から答えていただければと思いま

す。その後、太田先生。 

【高速道路課長】  家田先生からの、高速道路会社の自主性のところというのはおっし

ゃるとおりでありまして、我々よりもやっぱり現場を持っておられますから、そういった

意味で、この安全・安心計画について、会社からいろんなご提案ある先進的な取り組み、

そういったものは横に展開してもらうとかそういったことも必要だと思いますし、実際し

ていただくのは高速道路会社になるので、それぞれの自主性をできるだけ反映した形で考

えていきたいと思います。あと、セキュリティという観点も今ちょっと抜けている感はあ

るので、そういったところはぜひ入れていきたいなというふうに思っております。 

 メンテナンスの有料の道路財源をどうしていくか、これはこれまでもいろいろご議論い

ただいていますけれども、さまざまな課題があるところでありますので、ほかの都市施設

の事例等もいろいろいただきましたけれども、どういう枠組みがあるのかというのはこれ

から引き続き議論をさせていただければというふうに思っております。 
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 あと、大串先生のほうからのご質問で八木山の関係の有料投資額、３６０億円のうちの

有料投資分が１１０億と書いてありますが、この八木山バイパスの全体事業費３６０億円

と書いてあるのは、八木山バイパスを２車線を４車線化するのに今必要なコスト、プラス

あと料金収受のための施設を全部足すと３６０億円かかるということです。有料投資分と

書いてありますのは、このうち料金収入で賄える部分が１１０億円相当ということになり

まして、差分の２５０億円分については、国の直轄事業費を当て込んで合併施行で整備を

していくということでございます。料金の水準については、福岡県のほうから半額程度と

言われているということだけではなくて、当然、高くし過ぎると利用促進にならないとい

うこともありますけれども、だからといって安くし過ぎると、この八木山バイパスのほう

に交通が集中してしまい、有料道路としてのサービス水準として課題があったり、有料の

投資額があまり出てこなくて、結局あまりスピードアップにならないということもあるの

で、今回は２５０円程度に設定をしているということでございます。 

【大串委員】  すみません、１点お願いします。例えばＥＴＣを使わないで有人になっ

た場合に、またコスト高になりますよね。だから、そういった意味での、例えばＥＴＣの

みを通すぐらいの勢いのある料金の差分をつくっていただくとか、いろんなおもしろい試

みをやっていただかないといけないのかなというふうに思っております。 

【高速道路課長】  なるほど。そうですね、ＥＴＣだけではなくて、簡易にとれる、自

動に料金を投げ入れる仕組みとか、そういったものもここでは入れていきたいというふう

に思っておりますが、いずれにしても、再有料にするということなので、利用者のご意見

もお伺いしながら、いろいろ工夫をしていきたいというふうに思っております。 

【朝倉部会長】  ありがとうございました。太田さん、お待たせしました。 

【太田委員】  すみません、時間がないので３分で３つお話ししたいと思います。 

 １点目は、２車から４車化、もしくはバージョンアップすることによっての有料化の話

です。これは地元からの要請があればということでありますけれども、国策として方針を

打ち出すことを考えるべきであると思っています。新名神の新四日市ジャンクションから

亀山西ジャンクションが開通したので、名阪国道の需要がまた増えるだろう。名阪国道は

奈良側におりるところが極めて危険なので、そこのところは線形改良とか安全対策でかな

りの投資が必要だと思いますので、それを行うことによって国幹道と同じレベルの料金を

取るべきだと思います。 

 ２点目は、家田先生からもありましたけど、国の根幹としての道路政策の部分と、会社
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が行うサービスのバージョンアップが混在しているような感じがしますので、せめてプレ

ゼンのときにでも、これは国の政策ですよ、ここは会社がやっていることですよというの

を分けてプレゼンしていただければよいかと思います。 

 ３点目は財源問題ですけれども、これはやっぱり１つ、過去の話ですけど認識しておく

べきことがあると思います。それは民営化のときに２０兆円の事業費を１０.５兆円にする

ために３兆円分は新直轄にして６.５兆円分をコストダウンでやったわけですよね。そうし

て、料金を１割引き下げた。６．５兆円のコストダウンのほとんどが４車にせずに暫定２

車で置いておくということだったわけです。つまり、２００５年に私たちは安かろう悪か

ろうがいいというのを選んでいるんですね。でもそれでは問題であるということで、財投

から借りてきたりとかいろいろな工夫をしながらやっているわけです。けれども、そもそ

もそういう枠組みだったことをきちんと確認し、思い出して、料金として負担していただ

ける部分、負担すべき部分について再度議論をして、一歩踏み込んで、１割引きは７％引

きぐらいで３％ぐらい上げさせてほしいぐらいは言ってもよいと思います。 

【朝倉部会長】  ありがとうございました。竹内先生。 

【竹内委員】  ２点ご質問と１点意見です。まず１点は、先ほどから何度も出ている八

木山バイパスの件で、先ほども福岡県が半分程度の料金でというお話がありました。しか

しどのような根拠でそういう数字を提示したのかというところがわからないんですね。つ

まり、料金抵抗を考えてシミュレーションして考えたからこのくらいになるからというこ

となのか、あるいは建設のコストを考えたらこのくらいになるのかなど、その根拠の説明

があるのでしょうかという点が１点です。 

 それから２番目は、先ほどの海外展開の件についてです。専門家の方々はおわかりにな

りますが、そうでない方々の場合、海外展開をやって成功すれば高速道路会社はもうかる

んだよねと、もうかるならその分だけ料金安くしろよなと言われてしまわないかという気

がするわけですよね。だから、そういう点での明確な説明責任をつけるといいますか、海

外展開が収益事業っぽく見えることに対してどうやってそれを一般の利用者に丁寧に説明

するのかという点で、何かお考えがあるのかということが質問の２点目です。 

 それから意見は、３番目は、さっきのＳＡ・ＰＡの駐車場の話で、この問題については

駐車プライシングというのも考えていってほしいなと思います。もちろん、お金を払わな

いと休めないということでは本末転倒になるんですけれども、休息するために道の駅とか

ほかの場所におりていくことができるとするならば、当然そういう場所に行くほうが不便
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なわけですね。ところが、ＳＡ・ＰＡで休む方が便利です。そうであれば、そこはやっぱ

り料金の差別化をするべきであって、便利なところは少しお金を払ってもそこを利用して

もらう。しかし、休みたいけどもお金を払うのが嫌だったら、少し不便なところに行って

もらって、そこで休む。ということが合理的だと思います。あくまで十分なスペースがあ

る場合だけの話ですけれども、そういう形で料金を調整をしていって、利用しやすいよう

な環境をつくるという、そういうソフトの面での対策も必要じゃないかというふうに思い

ました。 

【朝倉部会長】  ありがとうございました。そうしたら、今、両先生からいただいた質

問について、事務局のほうで答えていただけるんでしたら、お願いします。 

【高速道路課長】  質問に関して言いますと、すみません、質問とご指摘がちょっと混

同しているところがあるかもしれませんが、太田先生からお話のありました２車、４車の

ときの、名阪国道の事例もいただきましたけれども、先ほども大串先生のお話にもありま

したけれども、ＰＲする云々かんぬんというお話もあったかと思いますけれども、この部

会でご答申をいただいているように、無料の暫定２車線の４車線化というのは、やはり負

担の公平性とか税負担の軽減とかという観点からすると、地域のご意見はもちろんあるん

ですけれども、利用者負担での整備というのを可能なところは入れていくべきなんだろう

なというふうに思っています。新直轄として切り出しているときに、そもそも交通量が少

なくて採算が成り立たないところを切り出しているので、あまり料金抵抗をかけて全く逆

に利用されないというところがあってもいけないんですけれども、有料道路としての一定

の投資限度額が出るとかというようなところについては、こうした方式というものは、例

えば佐世保道路あるいは八木山バイパスの事例というものは今後我々としても進めていく

べきことなのかなというふうに思っております。 

 それとあと、竹内先生からお話ありました八木山の料金のことについて根拠はあるのか

というお話でございますけれども、県のほうから半額程度といったところについて明確な

根拠を我々いただいているわけではありませんけれども、ＮＥＸＣＯ西日本さんともいろ

いろ議論をしている中で、ちょうどこの２５０円という水準で、ちょうど３６０億円のう

ちの１１０億ぐらいですから、３割程度有料投資額が出ているわけです。これによって一

定の有料の資金が回ってきますので、スピード感ある整備ができるということと、あと、

例えば２００円とかにしちゃいますと、これが一気に落ちちゃって、利用者的には確かに

それは望ましいんですけれども、なかなか有料道路にする意味というのが、スピードアッ
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プという意味ではないというのと、あと、この有料のほうにかなり交通が集中するという

ところで、いろんな分析もした結果、２５０円程度が一番いいのかなということで、この

料金にしていこうと今考えているところでございます。 

【朝倉部会長】  ありがとうございます。ほかはよろしいでしょうか。はい。 

【大串委員】  もう１点だけ。今の有料投資分という言い方が非常にわかりにくくて、

有料化による投資分とか、そういった言い方じゃないと、有料投資分って何だろうと、す

ごく……。 

【高速道路課長】  ああ、そうですね。有料事業、料金収入により……。 

【大串委員】  料金収入による投資分とか投資増分とか、何かもうちょっといい言い方

をしていただけるとありがたいなと思います。 

【高速道路課長】  そうですね、わかりました、すみません。 

【朝倉部会長】  それはお願いします。 

 私も１つだけコメントなんですけれども、基本的にコメントなので特にご回答不要です。

ここでの議論の成果は、平成３１年夏の安全・安心計画というものの中に取りまとめられ

るという仕組みになっているんですけれども、この安全・安心計画を策定して、それは一

体どういうふうに使うのかということの議論、あるいは共通認識を早目につくっておいた

ほうがいいんじゃないかなというふうに思いました。とりわけ、その安全・安心計画の全

体の枠組みと大いに関係するんですが、今日先生方からご指摘があった、例えば高速道路

会社との関係はどういうふうに考えるのか、その安全・安心計画とですね。それから財源

の話は、安全・安心計画の中にどんなふうに書き込まれるのか。それから、その中には複

数の取り組みが、今日も１０個ぐらいの取り組みがありましたけれども、そういった取り

組みがたくさん出てくるわけですけれども、その取り組み自身の優先順位みたいな話はす

るのかしないのか、こういったことは全体にかかわる話として議論していかないといけな

いと思います。 

 それから、今日の幾つかの取り組みの事例は、平成２９年１２月の基本方針の中で提案

されたもののご紹介があったわけです。そこでは提案されているけれども、今回のご説明

にはなかったもの、例えば工事の話とかバスの話とかがありますが、これは別に消えたわ

けじゃなくて、今日たまたま言及がなかっただけだというふうに認識しております。そう

いったものをどういうふうに検討していくのか。あるいは平成２９年時点とは情勢が変わ

っているので、もっとほかに考えるべき取り組みがあれば、先生方から出していただいて、
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それらを新しい取り組みの中に入れるのか入れないのか、ここら辺も基本的な考え方とし

て整理したほうがいいのかなというふうに感じました。 

 それから、暫定２車の優先順位の議論に関して言うと、もともとの議論は３つの項目、

具体的には時間信頼性と事故防止という１つの固まり、それから代替性という１つの固ま

り、それからそれにプラス災害早期復旧という、この３つ目が登場したわけですね。今回

の暫定２車の４車化の話は、専ら災害早期復旧に関してそこが集中的に取り上げられてい

るわけですけれども、従来から言っている時間信頼性、事故防止、代替性、これはどこへ

行っちゃったのかと。そのような視点で見ると本来は優先順位が高いものもあるはずなの

で、そういったものはこれまでどおり粛々と進めていく中で、災害早期復旧に必要なもの

を新しくそれもパラレルでやりますよということなのか、あるいは従来は優先順位が高か

ったけど一旦横に置いておいて、災害復旧のほうが先に行くことなのかというところもち

ょっと若干現時点では見えにくいところがある。そこらもクリアにしていただいたほうが、

今日議論していただいている暫定２車の４車化に関する優先順位の話がもう少し見えてき

てわかりやすくなるんじゃないかなと感じた次第です。よろしくお願いします。 

 先生方からほかに補足で何かございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ちょっと言いっ放しになって申しわけないんですけども、本日非常に多様な

ご議論があり、また今後の検討に向けて幾つかの課題も明らかになったことだと思うので、

そこらは順に明らかにしていっていただきたいというふうに思います。 

 それでは、本日予定されている議事は以上でございますので、議事進行を事務局のほう

にお返しいたします。 

【総務課長】  長時間にわたりご議論ありがとうございました。本日の内容につきまし

ては、後日、皆様に議事録の案を送付させていただき、ご確認いただいた上で公開をした

いと思っております。 

 また、近日中に速報版として簡潔な議事概要をホームページで公表したいと考えており

ます。 

 また、本日タブレットのほうで示させていただきました会議資料のファイルデータは、

後ほどメールでお送りさせていただきます。 

 それでは、以上をもちまして閉会といたします。本日はありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


